
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
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平
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○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
副
産
物
」
と
は
、
製
品
の
製
造
、
加
工
、
修
理
若
し
く
は
販
売
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
又
は
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
（
以
下
「
建
設
工
事
」

と
い
う
。
）
に
伴
い
副
次
的
に
得
ら
れ
た
物
品
（
放
射
性
物
質
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
除
く
。
）
を
い
う
。

３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
生
資
源
」
と
は
、
使
用
済
物
品
等
又
は
副
産
物
の
う
ち
有
用
な
も
の
で
あ
っ
て
、
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
そ
の

可
能
性
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
生
部
品
」
と
は
、
使
用
済
物
品
等
の
う
ち
有
用
な
も
の
で
あ
っ
て
、
部
品
そ
の
他
製
品
の
一
部
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は

そ
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

６
・
７

（
略
）

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
再
利
用
業
種
」
と
は
、
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
を
利
用
す
る
こ
と
が
技
術
的
及
び
経
済
的
に
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
利
用
す

る
こ
と
が
当
該
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
有
効
な
利
用
を
図
る
上
で
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め

る
業
種
を
い
う
。

９
～

（
略
）

12こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
副
産
物
」
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
又
は
建
設
工
事
に
係
る
副
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
再
生
資
源
と
し
て
利
用
す
る

13
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
が
当
該
再
生
資
源
の
有
効
な
利
用
を
図
る
上
で
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
特
定
再
利
用
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
）

第
十
五
条

主
務
大
臣
は
、
特
定
再
利
用
業
種
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
主
務
省
令
で
、
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
特
定
再
利
用
業

種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
特
定
再
利
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
当
該
特
定
再
利
用
業
種
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
状
況
、
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用

に
関
す
る
技
術
水
準
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必
要
な
改
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
改
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
十
六
条

主
務
大
臣
は
、
特
定
再
利
用
事
業
者
の
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
再
利
用
事

業
者
に
対
し
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
、
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
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と
が
で
き
る
。

（
勧
告
及
び
命
令
）

第
十
七
条

主
務
大
臣
は
、
特
定
再
利
用
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
製
造
に
係
る
製
品
の
生
産
量
又
は
そ
の
施
工
に
係
る
建
設
工
事
の
施
工
金
額
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の
の
当
該
特
定
再
利
用
業
種
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
が
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
照
ら
し
て
著
し

く
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
再
利
用
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
判
断
の
根
拠
を
示
し
て
、
当
該
特
定
再
利
用
業
種
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の

利
用
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
特
定
再
利
用
事
業
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
特
定
再
利
用
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
な

お
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
再
利
用
業
種
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利
用
を
著
し
く
害

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
特
定
再
利
用
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
副
産
物
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
）

第
三
十
四
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
主
務
省
令
で
、
事
業
場
に
お
い
て
指
定
副
産
物
に
係
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を

行
う
者
（
以
下
「
指
定
副
産
物
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
は
、
当
該
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
状
況
、
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
技
術
水
準
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
変
動
に
応
じ
て
必
要
な
改
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
改
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
三
十
五
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
副
産
物
事
業
者
に
対
し
、
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
、
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
及
び
命
令
）

第
三
十
六
条

主
務
大
臣
は
、
指
定
副
産
物
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
供
給
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
量
又
は
そ
の
施
工
に
係
る
建
設
工
事
の
施
工
金
額
が
政
令
で
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
当
該
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
が
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
照
ら
し
て
著
し

く
不
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
副
産
物
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
判
断
の
根
拠
を
示
し
て
、
当
該
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
し

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
副
産
物
事
業
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
副
産
物
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
な

お
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
副
産
物
に
係
る
再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
を
著
し
く
害
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
指
定
副
産
物
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
主
務
大
臣
等
）

第
三
十
九
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
策
定
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
の
改
定
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
指
導
及
び
助
言
、

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
再
利
用
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

四
・
五

（
略
）

六

第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
の
策
定
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
の
改
定
、
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
指
導
及
び

助
言
、
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
並
び
に
第
三
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
副
産
物
に
係
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

２
・
３

（
略
）

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
特
定
再
利
用
業
種
）

第
二
条

法
第
二
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部

品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
指
定
副
産
物
）

第
七
条

法
第
二
条
第
十
三
項
の
政
令
で
定
め
る
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
副
産
物
は
、
別
表
第
七
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
業
種
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

（
特
定
再
利
用
事
業
者
に
係
る
生
産
量
又
は
施
工
金
額
の
要
件
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
特
定
再
利
用
業
種
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
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る
。

（
特
定
再
利
用
事
業
者
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
等
）

第
十
二
条

法
第
十
七
条
第
三
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
特
定
再
利
用
業
種
に
係
る
特
定
再
利
用
事
業
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
指
定
副
産
物
事
業
者
に
係
る
供
給
量
又
は
施
工
金
額
の
要
件
）

第
二
十
二
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
七
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
指
定
副
産
物
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

（
指
定
副
産
物
事
業
者
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
等
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
七
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
指
定
副
産
物
に
係
る
指
定
副
産
物
事
業
者
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

二

別
表
第
七
の
二
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣

４

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

土
砂
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
又
は

建
設
業

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
建
設
工
事
の

中
央
建
設
業
審
議
会

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

施
工
金
額
が
五
十
億
円
以
上
で
あ
る
こ
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塊

と
。

別
表
第
七
（
第
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

建
設
業

土
砂
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
、
ア
ス
フ
ァ

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
建
設
工
事
の

中
央
建
設
業
審
議
会

ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
又
は
木
材

施
工
金
額
が
五
十
億
円
以
上
で
あ
る
こ

と
。


